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【事務連絡者氏名】 経営企画室　Catherine Hu

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内１丁目９番２号

【電話番号】 03(4579)4059(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室　Catherine Hu

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券及び新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等)、新株予約権付社債

【届出の対象とした募集金額】 (第13回新株予約権証券(行使価額修
正条項付新株予約権付社債券等)) 

 

その他の者に対する割当 49,700,000円
 

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額

 8,449,700,000円

(第14回新株予約権証券)  

その他の者に対する割当 97,200,000円
 

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額

 11,837,200,000円
 

(注)　行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払

込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金

額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、

新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び

当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約

権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込む

べき金額の合計額を合算した金額は減少します。

第４回無担保転換社債型新株予約権付社債

その他の者に対する割当 2,067,200,000円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年９月26日に提出した有価証券届出書及び及び2025年10月３日並びに2025年10月15日に提出した有価証券届出

書の訂正届出書の記載事項のうち、2025年12月10日開催の取締役会において第５回無担保転換社債型新株予約権付社

債の発行が中止されましたので、これに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するも

のであります。

 
２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

　第１　募集要項

　１　新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券)

　　(1) 募集の条件

　　(2) 新株予約権の内容等

　　　(注) １．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

　募集又は売出しに関する特別記載事項

　　[新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについて]

　第三部　参照情報

　　第１　参照書類

　　３　臨時報告書

　　第２　参照書類の補完情報

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

（訂正前）

（前略）

(注) １．当社は、2025年９月26日開催の当社取締役会において、CVI Investments, Inc.（以下「ＣＶＩ」といい

ます。）との間で買取契約（以下「本ＣＶＩ買取契約」といいます。）を締結することを決議いたしまし

た。併せて、ＣＶＩに対し、本ＣＶＩ買取契約に基づく第三者割当として、クオンタムソリューションズ

株式会社第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第４回新株予約権付社債」といいます。）、

行使価額修正条項付第13回新株予約権（以下「第13回新株予約権」といいます。）、ならびにＣＶＩ、

Integrated Asset Management (Asia) Limited（以下「ＩＡＭ」といいます。）及びARK Investment

Management LLC（以下「ＡＲＫ」といいます。）を割当予定先とする第14回新株予約権（以下「第14回新

株予約権」といいます。）を発行することを決議いたしました。（以下、第13回新株予約権及び第14回新

株予約権を個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）さらに、当社は同取締役会において、本

ＣＶＩ買取契約に定める条件が充足されることを条件として、第三者割当としてクオンタムソリューショ

ンズ株式会社第５回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第５回新株予約権付社債」といいま

す。）を発行することについても決議しております。（以下、第４回新株予約権付社債と第５回新株予約

権付社債を個別に又は総称して「本新株予約権付社債」といいます。）当社は、本新株予約権付社債及び

本新株予約権の発行並びに本新株予約権の行使を通じて資金を調達する一連の取組み（以下「本資金調

達」又は「本スキーム」といいます。）となる本新株予約権付社債の詳細については下記「募集又は売出

しに関する特別記載事項［新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについて］」を、本第三者割当

以外の第５回新株予約権付社債に係る第三者割当については当社が本日付で提出した別の有価証券届出書

を参照いただきたく存じます。

（後略）
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（訂正後）

（前略）

(注) １．当社は、2025年９月26日開催の当社取締役会において、CVI Investments, Inc.（以下「ＣＶＩ」といい

ます。）との間で買取契約（以下「本ＣＶＩ買取契約」といいます。）を締結することを決議いたしまし

た。併せて、ＣＶＩに対し、本ＣＶＩ買取契約に基づく第三者割当として、クオンタムソリューションズ

株式会社第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第４回新株予約権付社債」といいます。）、

行使価額修正条項付第13回新株予約権（以下「第13回新株予約権」といいます。）、ならびにＣＶＩ、

Integrated Asset Management (Asia) Limited（以下「ＩＡＭ」といいます。）及びARK Investment

Management LLC（以下「ＡＲＫ」といいます。）を割当予定先とする第14回新株予約権（以下「第14回新

株予約権」といいます。）を発行することを決議いたしました。（以下、第13回新株予約権及び第14回新

株予約権を個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）さらに、当社は同取締役会において、本

ＣＶＩ買取契約に定める条件が充足されることを条件として、第三者割当としてクオンタムソリューショ

ンズ株式会社第５回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第５回新株予約権付社債」といいま

す。）を発行することについても決議しております。（以下、第４回新株予約権付社債と第５回新株予約

権付社債を個別に又は総称して「本新株予約権付社債」といいます。）しかしながら、当社は、本新株予

約権付社債の発行を中止すること（以下、「本中止決定」といいます。）を決定いたしました。本中止決

定の理由としましては、本新株予約権付社債を発行決議した2025年９月26日時点に比べて当社の株式市場

が大きく変化し、本新株予約権付社債の発行を公表した後に当社株価が下落した結果、現在の株価水準

（直近約425円）が当初設定した転換価額（646円）を大幅に下回っている状況を考慮したものです。この

ような状況下で本新株予約権付社債を予定どおり発行した場合、転換価額との乖離により過度の潜在株式

数が発生し、既存株式の価値希薄化や市場における追加的な株価下落圧力を招く懸念が高いと判断し、本

新株予約権付社債の発行を中止すること、及び、本新株予約権付社債に係る有価証券届出書並びにその訂

正届出書を取り下げることを決議いたしました。当社は、第三者割当増資の検討段階より「既存株主及び

新株予約権者の持株比率の低下は必要最小限度にとどめるべきである」との方針を掲げております。当社

の足元の株価水準は、当初想定の市場前提を大きく下回る株価水準下であることから、このような株価水

準で本新株予約権付社債の発行を実施した場合、株式希薄化が短期的な株価下落要因として作用する可能

性があるため、現時点での実行は適切ではないと判断いたしました。そのため、本中止決定は、資本政策

上のリスクを未然に回避し、企業価値を守るための経営判断であり、長期的な市場信頼性の維持に資する

ものです。また、本中止決定は、当社とＣＶＩとの協議により、本新株予約権付社債の発行を中止するこ

とについて双方が合意したうえで決定したものであります。なお、本件第５回無担保転換社債型新株予約

権付社債の発行を中止することとしたため、これに係る有価証券届出書並びに訂正届出書につきまして

は、2025年12月10日付で取り下げております。

        当社は、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行並びに本新株予約権の行使を通じて資金を調達する

一連の取組み（以下「本資金調達」又は「本スキーム」といいます。）となる本新株予約権付社債の詳細

については下記「募集又は売出しに関する特別記載事項［新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組み

について］」を参照いただきたく存じます。

（後略）

 
(2) 【新株予約権の内容等】

(注) １．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

（訂正前）

（前略）

　さらに、本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みにおいては、当社は第４回新株予約権付社債に

より3,200,000株、第５回新株予約権付社債により6,800,000株、合計で10,000,000株を上限として交付する

設計としており、そのうえで、調達金額は「割当決議日直前５取引日終値単純平均×110％」を基準とした転

換価額に応じて変動する仕組みであり、2025年12月１日に割当決議を予定している第５回新株予約権付社債

について株価動向に即した柔軟な調達が可能となっております。このように、本新株予約権と本新株予約権
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付社債を組み合わせることにより、当社は短期的・中期的資金需要への対応と、安定した資金基盤の確保を

両立させることを意図しております。また、新株予約権の発行を活用することにより、一時に大幅な株式価

値の希薄化を抑制しつつ、既存株主の利益に配慮した資金調達を実現するものと判断しております。

（中略）

　本資金調達にて発行する第13回新株予約権及び第14回新株予約権係る転換価額等の調整式、第４回新株予

約権付社債及び第５回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る転換価額等の調整式につきましては、いず

れも、以下のとおり、フルラチェット方式を採用しております。

（後略）

 
（訂正後）

（前略）

　さらに、本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みにおいては、当社は第４回新株予約権付社債に

より3,200,000株、第５回新株予約権付社債により6,800,000株、合計で10,000,000株を上限として交付する

設計としており、そのうえで、調達金額は「割当決議日直前５取引日終値単純平均×110％」を基準とした転

換価額に応じて変動する仕組みであり、2025年12月１日に割当決議を予定している第５回新株予約権付社債

について株価動向に即した柔軟な調達が可能となっております。このように、本新株予約権と本新株予約権

付社債を組み合わせることにより、当社は短期的・中期的資金需要への対応と、安定した資金基盤の確保を

両立させることを意図しております。また、新株予約権の発行を活用することにより、一時に大幅な株式価

値の希薄化を抑制しつつ、既存株主の利益に配慮した資金調達を実現するものと判断しております。なお、

第５回新株予約権付社債については、2025年12月10日の当社取締役会で発行を中止する決議をしていること

から、第５回新株予約権付社債は発行されません。

（中略）

　本資金調達にて発行する第13回新株予約権及び第14回新株予約権係る転換価額等の調整式、第４回新株予

約権付社債及び第５回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る転換価額等の調整式につきましては、いず

れも、以下のとおり、フルラチェット方式を採用しております。なお、下記記載の第５回新株予約権付社債

については、2025年12月10日の当社取締役会で発行を中止する決議をしていることから、下記記載の第５回

新株予約権付社債は発行されません。

（後略）

 
 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

［新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについて］

（訂正前）

１．新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについての内容

（前略）

　また、本資金調達のうち第５回新株予約権付社債の発行に関しては、本ＣＶＩ買取契約において、クロージン

グの実行日である2025年12月17日（予定）に先立ち一定の条件を充足することが定められております。具体的に

は、当社の表明保証の正確性および契約上の義務履行、裁判所による差止命令の不存在、当社株式の東京証券取

引所への上場維持および取引停止の恐れがないこと、重大な悪影響事由が発生していないこと、重要な未公表情

報を購入者が保有していないこと、有価証券届出書の効力発生等が割当予定先が引き受ける条件として定められ

ております。 また、当社側の発行条件としては、割当予定先の表明保証の正確性、割当予定先による契約上の義

務履行、第５回新株予約権付社債に係る申込契約の締結、裁判所による差止命令の不存在が定められておりま

す。

　当社は、本日付の取締役会により、ＣＶＩ買取契約による本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みの

導入及び本第三者割当の発行条件を以下の表に記載のとおりとすることを決議しております。本第三者割当の発

行条件の詳細については、別記「第１　募集要項　３　新規発行新株予約権付社債(第４回無担保転換社債型新株

予約権付社債)」及び当社が本日付で提出した各有価証券届出書をご参照ください。
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 割当決議日 払込期日 払込金額の総額

第４回新株予約権付社債 2025年９月26日 2025年10月14日 2,067,200,000円

第５回新株予約権付社債 2025年12月１日

（予定）

2025年12月17日

（予定）
（注）4,392,800,000円

合計 6,460,000,000円
 

（注）第５回新株予約権付社債の払込金額の総額は、本第三者割当の割当決議日直前の５取引日終値単純平均

（2025年９月18日から2025年９月25日までの期間）×110％である646円としております。実際の転換価額

は2025年12月１日の直前の５取引日終値単純平均（2025年11月21日から2025年11月28日までの期間）

×110％が転換価額となる予定です。なお、第５回新株予約権付社債の実行日は、会社と割当予定先の協議

および取締役会での価格決議後15日以内に行われるため、現時点で想定している払込期日（2025年12月17

日）は、今後の協議・決議の時期によって変更される可能性があります。

（後略）

 
（訂正後）

１．新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについての内容

（前略）

　また、本資金調達のうち第５回新株予約権付社債の発行に関しては、本ＣＶＩ買取契約において、クロージン

グの実行日である2025年12月17日（予定）に先立ち一定の条件を充足することが定められております。具体的に

は、当社の表明保証の正確性および契約上の義務履行、裁判所による差止命令の不存在、当社株式の東京証券取

引所への上場維持および取引停止の恐れがないこと、重大な悪影響事由が発生していないこと、重要な未公表情

報を購入者が保有していないこと、有価証券届出書の効力発生等が割当予定先が引き受ける条件として定められ

ております。 また、当社側の発行条件としては、割当予定先の表明保証の正確性、割当予定先による契約上の義

務履行、第５回新株予約権付社債に係る申込契約の締結、裁判所による差止命令の不存在が定められておりま

す。

　しかしながら、当社は、本新株予約権付社債の発行を中止すること（以下、「本中止決定」といいます。）を

決定いたしました。本中止決定の理由としましては、本新株予約権付社債を発行決議した2025年９月26日時点に

比べて当社の株式市場が大きく変化し、本新株予約権付社債の発行を公表した後に当社株価が下落した結果、現

在の株価水準（直近約425円）が当初設定した転換価額（646円）を大幅に下回っている状況を考慮したもので

す。このような状況下で本新株予約権付社債を予定どおり発行した場合、転換価額との乖離により過度の潜在株

式数が発生し、既存株式の価値希薄化や市場における追加的な株価下落圧力を招く懸念が高いと判断し、本新株

予約権付社債の発行を中止すること、及び、本新株予約権付社債に係る有価証券届出書並びにその訂正届出書を

取り下げることを決議いたしました。当社は、第三者割当増資の検討段階より「既存株主及び新株予約権者の持

株比率の低下は必要最小限度にとどめるべきである」との方針を掲げております。当社の足元の株価水準は、当

初想定の市場前提を大きく下回る株価水準下であることから、このような株価水準で本新株予約権付社債の発行

を実施した場合、株式希薄化が短期的な株価下落要因として作用する可能性があるため、現時点での実行は適切

ではないと判断いたしました。そのため、本中止決定は、資本政策上のリスクを未然に回避し、企業価値を守る

ための経営判断であり、長期的な市場信頼性の維持に資するものです。また、本中止決定は、当社とＣＶＩとの

協議により、本新株予約権付社債の発行を中止することについて双方が合意したうえで決定したものでありま

す。

　当社は、本日付の取締役会により、ＣＶＩ買取契約による本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みの

導入及び本第三者割当の発行条件を以下の表に記載のとおりとすることを決議しております。本第三者割当の発

行条件の詳細については、別記「第１　募集要項　３　新規発行新株予約権付社債(第４回無担保転換社債型新株

予約権付社債)」をご参照ください。
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 割当決議日 払込期日 払込金額の総額

第４回新株予約権付社債 2025年９月26日 2025年10月14日 2,067,200,000円

第５回新株予約権付社債 － － （注）0円

合計 2,067,200,000円
 

（注）第５回新株予約権付社債の払込金額の総額は、2025年12月10日開催の当社取締役会決議によって発行を中

止したことから、払込金額の総額は０円と記載しております。

（後略）

 
第三部 【参照情報】

 
第１【参照書類】

（訂正前）

（前略）

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年10月15日）までに、提出した臨

時報告書は以下のとおりです。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定

に　基づく臨時報告書を2025年５月30日に関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基

づ　く臨時報告書を2025年７月15日に関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づ

く臨時報告書を2025年10月10日に関東財務局長に提出

 
（訂正後）

（前略）

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年12月10日）までに、提出した

臨時報告書は以下のとおりです。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定

に基づく臨時報告書を2025年５月30日に関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基

づく臨時報告書を2025年７月15日に関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基

づく臨時報告書を2025年10月10日に関東財務局長に提出

 
 
第２【参照書類の補完情報】

（訂正前）

　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下、「有価証券報告書等」といいま

す。に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の

訂正届出書提出日（2025年10月15日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日

（2025年10月15日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありませ

ん。

 
（訂正後）
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　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下、「有価証券報告書等」といいま

す。に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の

訂正届出書提出日（2025年12月10日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日

（2025年12月10日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありませ

ん。

 
以上

 
 
 

EDINET提出書類

クオンタムソリューションズ株式会社(E05315)

訂正有価証券届出書（参照方式）

7/7


	表紙
	本文
	１有価証券届出書の訂正届出書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	第一部証券情報
	第１募集要項


	１新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券)
	(1)募集の条件
	(2)新株予約権の内容等
	募集又は売出しに関する特別記載事項
	第三部参照情報
	第１参照書類




	３臨時報告書
	３臨時報告書
	第２参照書類の補完情報


